
伊 丹 市 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 適 合 性 判 定 等 に 関 す る 要 綱  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は ， 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 ２ ７ 年 法 律 第 ５ ３ 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。） に 基 づ

く ， 伊 丹 市 の 区 域 に お け る 法 第 １ １ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 建 築 物 エ

ネ ル ギ ー 消 費 性 能 確 保 計 画 （ 以 下 「 性 能 確 保 計 画 」 と い う 。） の 同

項 及 び 第 ２ 項 並 び に 法 第 １ ２ 条 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ く

建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 適 合 性 判 定 （ 以 下 「 適 合 性 判 定 」 と い

う 。）， 法 第 ２ ９ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 向

上 計 画 （ 以 下 「 性 能 向 上 計 画 」 と い う 。） の 法 第 ３ ０ 条 第 １ 項 並 び

に 法 第 ３ １ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ く 認 定 （ 以 下 「 性 能 向 上 計 画 認

定 」 と い う 。） 並 び に そ の 他 法 の 施 行 に 関 し て 必 要 な 事 項 を 定 め る

も の と す る 。  

（ 市 長 が 定 め る 機 関 ）  

第 ２ 条  伊 丹 市 手 数 料 条 例 （ 平 成 １ ２ 年 伊 丹 市 条 例 第 ７ 号 。 以 下

「 手 数 料 条 例 」 と い う 。） 別 表 第 ２ 第 ５ １ 号 の １ １ に 規 定 す る 市 長

（ 伊 丹 市 長 を い う 。 以 下 同 じ 。） が 定 め る 機 関 （ 以 下 「 登 録 性 能 判

定 等 機 関 」 と い う 。） は ， 次 に 掲 げ る 機 関 と す る 。  

（1） 性 能 向 上 計 画 認 定 の 申 請 に 係 る 建 築 物 が ， 住 宅 部 分 （ 建 築 物

エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 基 準 等 を 定 め る 省 令 （ 平 成 ２ ８ 年 経 済 産 業

省 令 ・ 国 土 交 通 省 令 第 １ 号 。 以 下 「 基 準 省 令 」 と い う 。） 第 １

条 第 ２ 項 に 規 定 す る 住 宅 部 分 を い う 。 以 下 同 じ 。） を 有 す る 建

築 物 （ 複 合 建 築 物 （ 非 住 宅 部 分 （ 基 準 省 令 第 １ 条 １ 項 １ 号 に 規

定 す る 非 住 宅 部 分 を い う 。 以 下 同 じ 。） 及 び 住 宅 部 分 を 有 す る

建 築 物 を い う 。 以 下 同 じ 。） を 除 く 。 以 下 「 住 宅 」 と い う 。） 又

は 複 合 建 築 物 で あ っ て ， 当 該 住 宅 又 は 複 合 建 築 物 の 住 宅 部 分 が

法 第 ３ ０ 条 第 １ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能

誘 導 基 準 （ 以 下 「 誘 導 基 準 」 と い う 。） に 適 合 す る 性 能 向 上 計

画 で あ る と 認 め る 旨 の 書 類 そ の 他 の 市 長 が 定 め る 書 類 を 作 成 す

る 場 合 ， 住 宅 の 品 質 確 保 の 促 進 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 １ １ 年 法



律 第 ８ １ 号 。 以 下 「 住 宅 品 質 確 保 法 」 と い う 。） 第 ５ 条 第 １ 項

に 規 定 す る 登 録 住 宅 性 能 評 価 機 関  

（2） 性 能 向 上 計 画 認 定 の 申 請 に 係 る 建 築 物 が ， 非 住 宅 部 分 を 有 す

る 建 築 物 （ 複 合 建 築 物 を 除 く 。 以 下 「 非 住 宅 建 築 物 」 と い

う 。） 又 は 複 合 建 築 物 で あ っ て ， 当 該 非 住 宅 建 築 物 又 は 複 合 建

築 物 の 非 住 宅 部 分 が 誘 導 基 準 に 適 合 す る 性 能 向 上 計 画 で あ る と

認 め る 旨 の 書 類 そ の 他 の 市 長 が 定 め る 書 類 を 作 成 す る 場 合 ， 法

第 １ ４ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 登 録 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 判 定

機 関 （ 以 下 「 登 録 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 判 定 機 関 」 と い

う 。）  

（3） 性 能 向 上 計 画 認 定 の 申 請 に 係 る 建 築 物 が ， 複 合 建 築 物 で あ っ

て ， 当 該 複 合 建 築 物 の 住 宅 部 分 及 び 非 住 宅 部 分 が 誘 導 基 準 に 適

合 す る 性 能 向 上 計 画 で あ る と 認 め る 旨 の 書 類 そ の 他 の 市 長 が 定

め る 書 類 を 作 成 す る 場 合 ， 前 各 号 に 掲 げ る 機 関  

（ 市 長 が 定 め る 書 類 ）  

第 ３ 条  手 数 料 条 例 別 表 第 ２ 第 ５ １ 号 の １ １ に 規 定 す る 市 長 が 定 め

る 書 類 は ， 登 録 性 能 判 定 等 機 関 が 行 う 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性

能 に 関 す る 評 価 （ 性 能 向 上 計 画 認 定 の 申 請 に 係 る 建 築 物 又 は そ の

部 分 が 誘 導 基 準 に 適 合 す る 建 築 物 又 は そ の 部 分 と 同 等 以 上 の エ ネ

ル ギ ー 消 費 性 能 を 有 す る も の で あ る 旨 の 評 価 に 限 る 。） の 結 果 を 記

載 し た ， 次 の 各 号 に 掲 げ る い ず れ か の 書 面 と す る 。  

（1） 誘 導 基 準 技 術 的 審 査 適 合 証 （ 登 録 性 能 判 定 等 機 関 が 作 成 し

た 誘 導 基 準 に 適 合 す る も の で あ る 旨 を 証 す る 書 面 を い う 。 以

下 同 じ 。）  

（2） 住 宅 品 質 確 保 法 第 ６ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 設 計 住 宅 性 能 評 価

書 （ 日 本 住 宅 性 能 表 示 基 準 （ 平 成 １ ３ 年 国 土 交 通 省 告 示 第 １

３ ４ ６ 号 ） に 基 づ く 断 熱 等 性 能 等 級 ５ ， 等 級 ６ 又 は 等 級 ７ 及

び 一 次 エ ネ ル ギ ー 消 費 量 等 級 ６ ， 等 級 ７ 又 は 等 級 ８ に 適 合 し

て い る 場 合 （ 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 基 準 等 を 定 め る 省 令

の 一 部 を 改 正 す る 省 令 （ 令 和 ４ 年 経 済 産 業 省 令 ・ 国 土 交 通 省



令 第 １ 号 。 以 下 「 令 和 ４ 年 改 正 基 準 省 令 」 と い う 。） の 施 行 の

際 （ 令 和 ４ 年 １ ０ 月 １ 日 ） 現 に 存 す る 建 築 物 の 住 宅 部 分 （ 当

該 住 宅 部 分 の う ち 増 築 ， 改 築 又 は 修 繕 等 を す る 部 分 が ， 日 本

住 宅 性 能 表 示 基 準 に 基 づ く 断 熱 等 性 能 等 級 ５ ， 等 級 ６ 又 は 等

級 ７ 及 び 一 次 エ ネ ル ギ ー 消 費 量 等 級 ６ ， 等 級 ７ 又 は 等 級 ８ に

適 合 す る も の に 限 る 。） に あ っ て は ， 日 本 住 宅 性 能 表 示 基 準 に

基 づ く 断 熱 等 性 能 等 級 ４ ， 等 級 ５ ， 等 級 ６ 又 は 等 級 ７ 及 び 一

次 エ ネ ル ギ ー 消 費 量 等 級 ４ （ 住 宅 品 質 確 保 法 第 ３ 条 の ２ 第 １

項 に 規 定 す る 評 価 方 法 基 準 （ 平 成 １ ３ 年 国 土 交 通 省 告 示 第 １

３ ４ ７ 号 ） 第 ５ の ５ の ５ -２ （ ２ ） イ ① に 規 定 す る 設 計 一 次 エ

ネ ル ギ ー 消 費 量 が ， 同 イ ② に 規 定 す る 基 準 一 次 エ ネ ル ギ ー 消

費 量 を 下 回 る 場 合 に 限 る 。）， 等 級 ５ ， 等 級 ６ ， 等 級 ７ 又 は 等

級 ８ に 適 合 し て い る 場 合 ） に 限 る 。） の 写 し  

（ 登 録 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 判 定 機 関 に よ る 適 合 性 判 定 の 実

施 ）  

第 ４ 条  法 第 １ ４ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き ， 市 長 は ， 登 録 建 築 物 エ

ネ ル ギ ー 消 費 性 能 判 定 機 関 に 法 第 １ １ 条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 並 び に

第 １ ２ 条 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 の 適 合 性 判 定 の 全 部 を 行 わ せ る も の と

す る 。  

２  登 録 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 判 定 機 関 が ， 前 項 の 適 合 性 判 定

の 業 務 を 開 始 す る 日 は ， 平 成 ２ ９ 年 ４ 月 １ 日 と す る 。  

（ 技 術 的 審 査 適 合 証 ）  

第 ５ 条  性 能 向 上 計 画 認 定 を 受 け よ う と す る 者 は ， 当 該 認 定 の 申 請

を 行 う 前 に ， 当 該 申 請 に 係 る 建 築 物 又 は そ の 部 分 が 誘 導 基 準 に 適

合 す る こ と に つ い て ， 登 録 性 能 判 定 等 機 関 に 対 し て 誘 導 基 準 技 術

的 審 査 適 合 証 の 作 成 に 係 る 申 請 を す る こ と が で き る 。  

（ 所 管 行 政 庁 が 必 要 と 認 め る 図 書 ）  

第 ６ 条  法 第 １ ４ 条 に よ ら な い 場 合 の 適 合 性 判 定 の 申 請 に 係 る 建 築

物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 （ 平 成 ２

８ 年 国 土 交 通 省 令 第 ５ 号 。 以 下 「 規 則 」 と い う 。） 第 ３ 条 第 １ 項



（ 規 則 第 ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） に 規 定

す る 所 管 行 政 庁 が 必 要 と 認 め る 図 書 は ， 次 に 掲 げ る も の と す る 。  

（1） 基 準 省 令 附 則 第 ２ 条 又 は 第 ３ 条 の 規 定 の 適 用 が あ る 場 合 に

あ っ て は ， 基 準 省 令 の 施 行 の 際 （ 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 ） 現 に

存 す る 建 築 物 で あ る こ と を 確 認 で き る 書 類 の 写 し  

（2） そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 図 書  

２  性 能 向 上 計 画 認 定 の 申 請 に 係 る 規 則 第 ２ ０ 条 第 １ 項 又 は 規 則 第

２ ３ 条 第 ２ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 所 管 行 政 庁 が 必 要 と 認 め る 図 書

は ， 次 に 掲 げ る も の と す る 。  

（1） 手 数 料 条 例 別 表 第 ２ 第 ５ １ 号 の １ １ に 規 定 す る 市 長 が 定 め

る 書 類 を 添 付 す る 場 合 に あ っ て は ， 第 ３ 条 第 １ 項 に 規 定 す る

書 面  

 （2） 法 第 ３ ０ 条 第 ２ 項 （ 法 第 ３ １ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 準 用 す

る 場 合 を 含 む 。） の 規 定 に 基 づ く 申 出 に 係 る 性 能 向 上 計 画 が ，

建 築 主 事 又 は 建 築 副 主 事 （ 以 下 「 建 築 主 事 等 」 と い う 。） に よ

る 建 築 基 準 法 第 ６ 条 の ３ 第 １ 項 に 規 定 す る 特 定 構 造 計 算 基 準 又

は 特 定 増 改 築 構 造 計 算 基 準 に 適 合 す る か ど う か の 確 認 審 査 （ 建

築 基 準 法 第 １ ８ 条 第 ５ 項 に 規 定 す る 特 定 構 造 計 算 基 準 又 は 特 定

増 改 築 構 造 計 算 基 準 に 適 合 す る か ど う か の 審 査 を 含 む 。） を 要

す る も の で あ る 場 合 に あ っ て は ， 同 法 第 １ ８ 条 の ２ 第 １ 項 の 規

定 に よ り 兵 庫 県 知 事 か ら 委 任 さ れ た 指 定 構 造 計 算 適 合 性 判 定 機

関 が 作 成 し た 当 該 性 能 向 上 計 画 が 特 定 構 造 計 算 基 準 又 は 特 定 増

改 築 構 造 計 算 基 準 に 適 合 す る も の で あ る と 判 定 し た 旨 を 証 す る

書 面 又 は そ の 写 し  

 （3） 法 第 ３ ０ 条 第 ２ 項 （ 法 第 ３ １ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 準 用 す

る 場 合 を 含 む 。） の 規 定 に 基 づ く 申 出 に 係 る 性 能 向 上 計 画 が ，

適 合 性 判 定 を 受 け な け れ ば な ら な い も の で あ る 場 合 に あ っ て

は ， 法 第 １ １ 条 第 ６ 項 に 規 定 す る 適 合 判 定 通 知 書 又 は そ の 写 し  

 （4） 令 和 ４ 年 度 改 正 基 準 省 令 附 則 第 ３ 項 又 は 第 ４ 項 の 規 定 の 適

用 が あ る 場 合 に あ っ て は ， 基 準 省 令 の 施 行 の 際 （ 令 和 ４ 年 １



０ 月 １ 日 ） 現 に 存 す る 建 築 物 で あ る こ と を 確 認 で き る 書 類  

 （5） そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 図 書  

（ 所 管 行 政 庁 が 不 要 と 認 め る 図 書 ）  

第 ７ 条  法 第 １ ４ 条 に よ ら な い 場 合 の 適 合 性 判 定 の 申 請 に 係 る 規 則

第 ３ 条 第 ３ 項 （ 規 則 第 ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 準 用 す る 場 合 を 含

む 。） に 規 定 す る 所 管 行 政 庁 が 不 要 と 認 め る 図 書 は ， 別 に 市 長 が

不 要 と 認 め る 図 書 と す る 。  

２  性 能 向 上 計 画 認 定 の 申 請 に 係 る 規 則 第 ２ ０ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る

所 管 行 政 庁 が 不 要 と 認 め る 図 書 は 次 に 掲 げ る 図 書 と す る 。  

（1） 前 条 第 ２ 項 第 １ 号 に 掲 げ る 図 書 を 添 え た も の に あ っ て は ，

規 則 第 ２ ０ 条 第 １ 項 の 表 の （ い ） 項 の 仕 様 書 （ 仕 上 げ 表 を 含

む 。）， 各 部 詳 細 図 及 び 各 種 計 算 書 並 び に （ ろ ） 項 に 掲 げ る 図 書

（ 住 宅 部 分 に つ い て は ， 同 表 の （ ろ ） 項 に 掲 げ る 図 書 に 代 え て

同 表 の （ は ） 項 に 掲 げ る 図 書 ）。 た だ し ， 適 合 性 判 定 を 受 け な

け れ ば な ら な い 場 合 の 法 第 ２ ９ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 他 の 建 築 物

に 係 る も の を 除 く 。  

（2） そ の 他 市 長 が 不 要 と 認 め る 図 書  

（ そ の 他 ）  

第 ８ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か ， 法 の 施 行 に 関 し て 必 要 な 事

項 は ， 別 に 定 め る も の と す る 。  

   付   則  

こ の 要 領 は ，  平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付   則  

こ の 要 領 は ，  平 成 ２ ９ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付   則  

こ の 要 領 は ，  令 和 ２ 年 ５ 月 ２ ８ 日 か ら 施 行 す る 。  

付   則  

こ の 要 領 は ，  令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付   則  

こ の 要 領 は ，  令 和 ４ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  



付   則  

こ の 要 領 は ，  令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付   則  

こ の 要 領 は ，  令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付   則  

こ の 要 綱 は ，  令 和 ８ 年 ２ 月 ２ ６ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


